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1．はじめに

高齢社会の到来がいわれて久しい。高齢化の
進展について、2016 年 10 月 1 日時点における
日本の総人口は 1億 2693 万 3000 人、そのうち
65 歳以上の高齢者人口が全体に占める割合は
27％を超えている（2017 年 4 月発表・総務省
人口総計による）。諸外国の実情に照らしても、
日本の 27.3％という数値は、イタリア（22.7％）、
ドイツ（21.4％）、フランス（19.5％）、イギリ
ス（18.0％）、カナダ（16.6％）、アメリカ（15.2％）
と比べ高率で、国際的に見ても高齢者の総人口
に占める割合が高い国であることがわかる。
日本の平均寿命は 1947 年に女性 54.0 歳・男
性50.1歳であったが、2016年には女性87.14歳・
男性 80.98 歳となっており、戦後まもなくの状
況と比べると寿命が 30 年延伸した様相であり、
平均寿命を考慮するならば、私たちは「定年後」、
長期の「老後」を過ごす計算になる。これだけ
の年数をいかに過ごすか、そのための原資をい
かにして得て行くか、ということはもはや他人
事ではないかもしれない。
楠木（2016）によれば、定年退職は「それま
での社会との関係が断たれること」であると指
摘している。とくに男性においては会社を定年
退職すると、仕事も同僚もスケジュールも無く
なり、「名前を呼ばれるのは病院だけ」という
笑えない話もあるようだ。これらを踏まえて、
高年齢者の就業状況に目を転ずると、高年齢者
の就労意欲、「働くこと」に対する意欲が高い
ことも肯けよう（図表 1）。
内閣府による「高齢者の地域社会に関する意
識調査（平成 25 年）」の結果をみると、調査対
象のうち「60 歳くらいまで」働きたいと考え
る割合は 11.8％に過ぎず、「65 歳くらいまで」
働きたいとする割合（21.4％）や「70 歳くらい
まで」働きたいとする割合（23.6％）を下回っ
ている。なによりも、最も多くの回答を集めた
のが「働けるうちはいつまでも」働きたいとす
る割合（29.5％）が最多であったことに、高年
齢者の就労意欲の高さが如実に反映されている
ように思われる。

図表 1：60 歳以上の高年齢者にみる就労意欲
出典： 内閣府（2013）『高齢者の地域社会への参加

に関する意識調査』より引用

事実、65 歳以上の高齢者の就業者数は 730
万人（平成 27 年調査）であり、この数値は 12
年連続での増加を示している。さらに、65 歳
以上の高齢者の就業率（平成 27 年）は、男性
30.3％、女性 15.0％となっている。

図表 2：日本における年齢別就業率
 出典：厚生労働省年金局（2014）より引用

平成 27 年における就業者のうち、雇用され
ている者は 5284 万人（役員を除く）であり、
そのうちで高齢者は 360 万人、雇用者全体の
6.8％（役員を除く）を占めるに至っている 。
前掲の平成 27 年における就業者のうち雇用
されている 5284 万人の内訳は、正規の職員・
従業員が 3304 万人、非正規の職員・従業員が
1980 万人となっており、高齢雇用者の非正規
の職員・従業員は 267 万人となっている。この
数値は、高齢雇用者の 74.2％を占めており、高
年齢者の雇用形態として非正規の職員・従業員
というかたちが取られていることがわかる。
日本における公的年金制度については近年、
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いくつかの改革が行われている。高年齢者雇用
に関連する内容としては、老齢厚生年金の支給
開始年齢引き上げについての議論は多くの関心
をもって受け止められている。すでに、平成
12 年の法律改正を受けて、特別支給の老齢厚
生年金（報酬比例部分）の受給開始年齢は、平
成 25 年度から平成 37 年度にかけ、段階的に
60 歳から 65 歳に引き上げられることが決定さ
れている。多くの企業においては定年となる年
齢と年金の支給が開始される年齢にタイムラグ
が生じないように、労使での協議が進められる
とともに、60 歳以降も継続して働くことがで
きるような制度的側面についての準備が整えら
れることとなった。
本稿では、高年齢者雇用のあり方について、
探索的に明らかにすることを目的とする。具体
的には、愛知県において実施された「高年齢者
就業ニーズ調査（平成 28 年度）」の背景と「企
業向けアンケート調査」結果の整理をつうじて、
高年齢者雇用に係る企業サイドのニーズの一端
を示すとともに、高年齢者の就労ニーズとの
マッチング（ミスマッチ解消）への展望と、今
後の高年齢者雇用に係るアプローチを探るもの
である。

2．高年齢者雇用をめぐる諸問題

高齢者の就労ニーズについて考察する際に、
その分析視角となるのは、高年齢者自身が「な
ぜ働きたいのか」ということと、「どのように
働きたいのか」という点である。換言すれば、
前者は「高年齢者の就労動機」ということであ
り、後者は「高年齢者の就労にかかる価値観」
であるといえよう。福島（2006）では、高年齢
者の就労ニーズを「働く理由＝就労動機」「働
き方の志向や就労価値観＝価値観」の 2つに大
別し、それぞれに関連する先行研究・調査の整
理が試みられている。

Super（1957）のキャリア・ステージ論では、
職業生活におけるステージとして、①成長段階
（～14歳ごろ）、②探索段階（15歳～24歳ごろ）、
③確立段階（25 歳～ 44 歳ごろ）、④維持段階（45
歳～ 64 歳ごろ）、⑤下降段階（65 歳～）とい
う 5つが提示されている。いわゆる高年齢者は
5番目のステージにあると考えられるが、この

段階においては、心身の衰えに伴い、職業世界
からの引退と退職後の生活について方向を見出
そうとする動きが現れるとされている。

Havighurst（1972）は、年代に応じた発達
課題に関連して、65 歳以降の発達課題として
「退職と収入の減少への適応」を挙げている。
高齢期に迎える職業生活からの引退に伴い、高
年齢者は定期的な収入の減少と仕事を失ったこ
とによるむなしさに直面する。退職による仕事
および働く場の喪失感と収入源への対応を、再
び働こうとすることによって果たそうとする動
きがここに出現する。このような場合、企業側
が退職について弾力的なプログラムを有してい
ない場合、引き続き働き続ける可能性があるこ
とが指摘されている。ここに高年齢者の就労に
かかる動機として「定年退職後の生活への適応」
ということが浮かび上がってくる。
実際に、青井・和田（1983）による大企業の
従業員および定年退職者の意識調査結果も上記
と整合的である。同書によれば、我が国におけ
る定年退職者の場合についてみると、定年後の
生活に適応・対応していくために再び就労する
ことが重要であると考えられていることを明ら
かにしている。
他方、高年齢者の就労については、定年退職
後の生活を見据えながらも、仕事による収入に
ついて生活費への充当を専らとして行われるわ
けではなく、「やりがい」や「働きがい」を求
める傾向があることも各種調査・研究から示唆
されるところである。
田尾・高木・石田・益田（2001）によれば、
高齢期の就労価値観にかんして、高年齢者は「挑
戦」、「能力発揮」「快適な職場」「ゆとり」「対
人志向」などの意欲を有し、それらの性質を備
えた仕事を望むということを明らかにしてい
る。具体的には、シルバー人材センターに登録
している高齢者 1402 名を対象に、41 項目から
なる質問紙調査を実施、働く意欲について因子
分析を行い 6つの因子を抽出している。高齢期
の働く意欲に関連する因子として抽出されたの
は、挑戦的な仕事を望む「挑戦因子」、すでに
有している能力を発揮して高い評価を得ること
を望む「能力発揮因子」、快適な職場での仕事
を望む「快適な職場環境因子」、ゆとりのある
仕事を求める「ゆとり因子」、屋外での仕事を
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好む「屋外志向因子」、広く人との接触を求め
る「対人志向因子」であった。
このように考えると、定年後の見通しは必ず
しも暗いイメージばかりではないように思えて
くる。前田（2005）では、定年退職者を対象と
した意識調査の結果として、調査期間（1991
～ 2001 年）を通してといった定年退職に対す
る否定的イメージ（例：「組織や肩書きがなく
なる」「接触する人や情報が減る」）の減少と、
逆になどの肯定的イメージ（例：「自由な時間
が増え，自分を取り戻す」「新しい人生が開け
る」）の増加が報告されている。
いうまでもなく、高年齢者の就労ニーズに影
響を与える要因は、高年齢者自身の就労意欲お
よび就労価値観の側面からのみ説明しうるもの
ではない。とくに、前者の就労意欲に影響を及
ぼすのが年金による収入との関係である。高齢
者の就労行動には、年金制度の影響を抜きにし
て考えることはできない。ごく単純に考えたと
しても、年金から得られる収入が充分ではない
場合や、年金が受給できる年齢と企業を退職す
る年齢に乖離が見られる場合、それらを補うた
めに働こうとすることは想像に難くない。一方
で、財源および社会保障の趣旨に鑑みれば、高
齢期の生活において必要かつ十分な額を上回る
ような年金の支給を行うことは、現実的な対応

として実現することが難しいであろう。した
がって、日本をはじめとする各国の年金制度で
は、仕事から得た所得がある高齢者について、
その所得が一定水準を超過した際、年金支給額
の一部または全額が減額される制度（earnings 
test：所得制限）が設けられていることが少な
くない。
田村（2017）では、年金制度における所得制
限（earnings test）が高年齢者の就労に与え
る影響について、余暇と消費財の 2財を用いた
予算制約線の変化から経済学的に分析が行われ
ている。
田村（前掲）では、年金制度における所得制
限（earnings test）制度が改正される際のパ
ターンとして、「①年金給付額を減額させる閾
値の変更」および「②年金給付額を減額させる
制度自体の廃止」というパターンを設定し、次
のような分析が試みられている。
田村（前掲）の分析から、「年金給付額を減額

させる閾値の変更」というパターンについて、所
得制限の制度変化が高年齢者の就労に及ぼす影
響を見てみよう。図表 3および図表 4に、年金
給付額を減額させる閾値を引き上げた場合の予
算制約線の変化が示されている。図表内の点線
で改正前の予算制約線の変化が、実線は改正後
の予算制約線の変化がそれぞれ示されている。

 

図表 3：所得制限の閾値変更に伴う労働供給の増加
出典：田村（2017）p.80 の図 1を引用
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制度改正前は、消費財が「旧閾値」の水準を
超えると、超えた分について年金支給額が減額
されることが設定となっている。このことによ
り、就労により実質的に得られる賃金率はW1 
となり、年金減額制度が無かった場合の賃金率
（W2）と比べて小さくなる。この場合には、最
適な余暇と消費財の組み合せが A1、B1 となる
という。
次に、所得制限（earnings test）が改正され、
その閾値が引き上げられた場合を見てみると、
この場合には、消費財が「新閾値」の水準に達
するまでの間、賃金率はW1 からW2 へと上昇
する。それに呼応して、相対的に割高となった
余暇を減らして労働供給を増やす動きと、相対
的に割安となった消費財を増やそうとする動き
が生じてくる。また、賃金率が上昇したため、
従前どおり働くことなく同水準の消費財を得ら
れるため、労働供給を減らし、余暇を増やす動
きも生じてくるという。
田村（前掲）では、図表 3および図表 4のよ
うに、上記の二つの動きの大小関係によって、
労働供給が増えるかどうかが決まってくること
が示されている。すなわち、図表 3には、代替
効果（L3 → L1）が所得効果（L1 → L2）より
大きく、所得制限（earnings test）の閾値が
変更されることにより労働供給が増加するケー
スが示される。また、図表 4には、所得効果（L4 

→ L6）が代替効果（L5 → L4）より大きく、
所得制限（earnings test）の閾値が変更され
ることにより労働供給が減少するケースが示さ
れる 1。
さらに、田村（前掲）では「年金給付額を減
額させる制度自体の廃止」というパターンが考
察される。この場合、所得制限（earnings 
test）制度自体を廃止する場合については、図
表 3と図表 4に見られる「新閾値が十分に高い
場合」の議論を援用して考えることができると
いう。
なお、田村（前掲）におけるレビューによる
と、Song and Manchester （2007）、Disney 
and Smith （2002）、Baker and Benjamin 
（1999）、Hernæs and Jia （2013）などのように、
閾値が変化（引上げ、または廃止）すると、高
齢者の就労は促進されるという見解が多く見ら
れるという。一方、閾値を引き上げることで総
労働時間が減少したとする Friedberg （2000）
や、閾値の引き上げは男性労働者の就労行動に
有意な影響を与えなかったとする Gruber and 
Orszag （2003）などの研究も紹介されており、

1　田村（2017）では、所得制限（earnings test）の閾
値が変更されることによって、労働供給が増加・減
少する両方のパターンが理論的にはあり得ることが
示されているが、ここではその詳細に触れない。

 

図表 4：所得制限の閾値変更に伴う労働供給の減少
出典：田村（2017）p.80 の図 2を引用
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「学術的に十分なコンセンサスがあるとはいえ
ない（p.83）」とまとめられている。
このように、年金制度が高年齢者の就労に影
響を与えることは間違いのないところであるよ
うに思われる。年金制度における所得制限の改
正はもちろん、年金の支給開始年齢の引き上げ
の影響も考慮に入れる必要があろう。平成 25
年 8 月に提示された「社会保障制度改革国民会
議報告書」においては、支給開始年齢について
次のように整理されている。
「支給開始年齢については、将来の年金の給
付規模の伸びを抑制する観点から、専ら年金財
政上の問題として議論されてきた。しかし、
2004（平成 16）年の制度改革によって、将来
の保険料率を固定し、固定された保険料率によ
る資金投入額に年金の給付総額が規定される財
政方式に変わったため、支給開始年齢を変えて
も、長期的な年金給付総額は変わらない」。
したがって、「今後、支給開始年齢の問題は、

年金財政上の観点というよりは、平均寿命が延
び、個々人の人生が長期化する中で、ミクロ的
には一人一人の人生における就労期間と引退期
間のバランスをどう考えるか、マクロ的には社
会全体が高齢化する中での就労人口と非就労人
口のバランスをどう考えるかという問題として
検討」が行われていくと考えられる。

3．高年齢者雇用の促進に係る政策的展開

本節においては、高年齢者雇用の促進に係る
政策的な展開について、法的側面および制度面
の整理を試みる。第二次大戦後の経済状況に鑑
みると、高齢労働者対策の主眼とされたのは中
高年の労働者、炭坑等からの離職者についての
就職促進であった（嶋崎（2004）ほか）とされ
ている。
この傾向に変化が見られるのは、昭和 45 年
に 65 歳以上人口の割合である高齢化率が 7％
に達した頃である。日本企業の多くが当時採用
していた 55 歳定年制の、高齢化社会の到来に
歩調をあわせるかたちでの改善が図られること
となった。こうして制定されたのが、高齢者雇
用に係る基本法である「中高年齢者雇用促進特
別措置法（昭和 46 年制定）」である。
その当時、ターゲットとされていたのは「60

歳定年」の普及であった。60 歳定年への延長
が「雇用対策基本計画」に明記されたのは、第
2次雇用対策基本計画（昭和 48 年）であった。
同時期に制定された「雇用対策法（昭和 48 年）」
において、定年延長のための施策充実が提起さ
れることとなった。「60 歳定年の普及」という
旗印は、各年次の雇用対策基本計画に記載され、
昭和58年に出された「第5次雇用対策基本計画」
においても 60 歳定年の普及が努力目標とされ
ていた。
昭和 61 年に制定された「高年齢者雇用安定
法」は、それまでの「中高年齢者雇用促進特別
措置法」を抜本改正したものであり、内容には
60 歳定年が「事業主の努力義務」として法制
化された。同時に、事業主による高年齢者等の
再就職援助、国による助成、シルバー人材セン
ターの指定等も規定され、ここに至って高齢者
雇用促進のための法的枠組が整えられたと一定
の評価を得ている。なお、昭和 60 年時点にお
いて、定年制を定めている企業のうち「60 歳
以上の定年制を採用」していたのは半数を超え
る数値に留まっていたことが報告されている。
「高年齢者雇用安定法」の制定後、折しも日
本経済が迎えた空前の好景気をバックとして、
民間企業における 60 歳定年の普及が促進して
行くことになる。年号が変わった平成元年、厚
生年金の定額部分について、支給開始年齢が
65 歳までの引き上げることが国会に提案され
可決、翌年（平成 2年）の高年齢者雇用安定法
改正においては、希望者に対する 65 歳までの
継続雇用の努力義務規定が明記された。
その後、60 歳定年制は民間企業の多くに普
及し、平成 5年には一律定年制を有する企業の
うちの 80%で 60 歳以上の定年が導入されてい
た。こうした状況を踏まえて、平成 6年の高年
齢者雇用安定法改正においては、「60 歳定年制
の義務化」が盛り込まれ（平成 10 年 4 月施行）、
定年後の継続雇用に関する行政指導が明記され
ることとなった。
この段階において、厚生年金報酬比例部分の
支給開始年齢 65 歳までへの引き上げが現実感
を持つものとなり、高年齢者雇用に係るター
ゲットは「65 歳までの雇用確保」へとシフト
していったとされている。「65 歳までの雇用確
保」という目標は、第 9次雇用対策基本計画（平
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成 11 年）において、65 歳定年普及を目指した
事業主への指導・援助の規定という形で明示さ
れ、平成 12 年の高年齢者雇用安定法改正にお
いては、事業主に対して、65 歳までの高年齢
者雇用確保措置を講ずる努力義務が課せられる
こととなった。
平成 13 年には、定年の引き上げ、雇用延長
と共に、募集・採用における事業主の年齢制限
緩和努力を規定した雇用対策法改正が行われ
た。さらに、平成 16 年に行われた高年齢者雇
用安定法改正においては、雇用と年金受給の接
続を保障するため「65 歳までの雇用延長措置
の義務規定」が明記された。
平成 15 年 7 月、厚生労働省の「今後の高齢
者雇用対策に関する研究会」は、高齢者雇用対
策の基本的な考え方として、「これまでのよう
な年齢を重視した雇用システムを見直し、意欲
と能力がある限り年齢にかかわりなく働き続け
ることのできる社会の実現を図っていくことが
求められる」という提言を行った。さらに報告
書では、平成 13 年度から老齢厚生年金 1 階部
分の支給開始年齢段階的引き上げが開始される
こと、および団塊の世代が平成 19 年から平成
21 年にかけて 60 歳に達するという状況を見据
えて、｢雇用と年金との接続強化｣ ならびに ｢
意欲・能力ある高齢者が働ける環境整備｣ が課
題として挙げられていた。
平成 16 年の高年齢者雇用安定法改正内容に
は次の 4点が含まれている。すなわち、第一に
「①定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年
の廃止のいずれかによる高年齢者の安定した雇
用の確保」、第二に「②事業主の都合により離
職する中高年齢者への求職活動支援書の作成・
交付」、第三に「③年齢制限を行う募集及び採
用についての理由の提示」、第四に「④シルバー
人材センターが行う一般労働者派遣事業の特
例」がその内容となっている。
その結果、平成 18 年度から、高年齢者雇用
確保措置として、①定年制の廃止、②年金支給
開始年齢の段階的引き上げに接続した定年年齢
の 65 歳までの段階的引き上げ、③継続雇用制
度の導入のいずれかの措置を実施することが義
務づけられた。
①は、定年制度そのものを廃止し、年齢を理
由とした労働契約の終了を行わないとするもの

である。②の定年年齢の引き上げについては、
最終的に平成 25 年 4 月より 65 歳定年制が導入
されるスケジュールで、それ以前は段階的に義
務化年齢が引き上げられる経過措置となってい
る。③の継続雇用制度は、定年年齢自体は据え
置くものの、「勤務延長制度」及び「再雇用制度」
により、65 歳までの雇用を確保しようとする
ものである。
ただしその際、継続雇用制度では、原則とし
て就労意欲のある希望者全員を対象とするよう
規定しているが、同制度導入の場合のみ、対象
者を限定する基準の設定が可能となっている。
すなわち、事業主は労働組合あるいは労働者の
過半数を代表する者との労使協定締結により、
対象者の基準の決定が可能となったのである 2。
このうち、最も多くの企業で用いられたのが

「③継続雇用制度の導入」であった。継続雇用
制度とは、現に雇用されている高年齢者が希望
するときはその者を定年後も引き続いて雇用す
る制度のことで、｢勤務延長制度｣ と ｢再雇用
制度｣ の 2種類で運用が行われることが多いと
されている。①の定年引上げ，②の定年廃止と
異なり，継続雇用制度は定年を迎えた後、労働
者との雇用契約見直しを随伴しうるため、企業
にとって好都合であるという見解もある。
厚生労働省による「高年齢者の雇用状況（2016
年）」によると、継続雇用制度を導入した企業
が 81.3％、定年引上げを実施した企業が
16.1％、定年の廃止を行った企業は 2.7％となっ
ている。さらに同調査には、60歳定年制を敷き、
継続雇用制度を導入した企業においては、定年
到達者の89.2％が継続雇用されているとのデー
タも見られる。
こうして、65 歳までの雇用確保措置が義務

化されることになったわけだが、そこには一定
の留保がつけられていた。すなわち、雇用確保
措置のうちで、継続雇用制度の導入を選択した

2　この時点においては、労使協定締結が仮に、「改正
高齢法」の施行時までにととのわなかった場合でも、
大企業は 2008 年度、中小企業は 2010 年度までを「特
例措置期間」として、就業規則等における基準の設
定も可能とされた。なお、雇用確保措置を設けない
事業主に対する罰則規定はなく、助言・指導・勧告
などの行政指導にとどまっていた。
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場合における「継続雇用制度対象者の選抜」が
問題視されたのである。平成 16 年改正の高年
齢者雇用安定法では、労使協定によって基準が
定められた際には、継続雇用制度対象者につい
て選抜を行うことも可能となっており、65 歳
までの雇用確保措置の抜け道との疑念を与える
ものであった。
平成 24 年 8 月 ｢高年齢者等の雇用の安定等
に関する法律の一部を改正する法律｣がだされ、
継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準
の廃止が実現され、現在では定年後の雇用を希
望する者全員が継続雇用制度の対象にされるこ
ととなっている。

4．高年齢者雇用のポイント

前述のとおり、日本企業において高齢者雇用
施策のターゲットが 60 歳代前半の層に移った
ポイントは、1990 年に実施された高齢法改正
の改正に伴う「定年後 65 歳までの継続雇用の
努力義務規定新設」であった。すなわち、日本
企業には 1994 年の高齢法改正によって「60 歳
定年の義務化」が求められ、さらに 2000 年の
高齢法改正における「65 歳までの雇用確保措
置の努力義務」への対応を迫られることになっ
たわけである。
このような形で進められた高齢者雇用に係る
政策的展開に対し、今野（2014）は、企業にお
いて「福祉的雇用」的な高齢者雇用が行われる
ようになったと指摘している。すなわち、高年
齢者雇用安定法によって、企業には希望者全員
を段階的に 65 歳まで継続雇用することが求め
られるようになり、「定年の引き上げ」、「継続
雇用制度の導入」、「定年の廃止」のいずれかの
措置を講じることが義務づけられた。それら措
置の導入状況をみると、「継続雇用制度」が大
多数を占めており、かつ「継続雇用制度」を導
入し、かつ 60 歳定年制を敷く企業においては
定年到達者のうち 8割以上が継続雇用されてい
る。
この点において、今野（前掲）は「60 歳定

年制と再雇用制度の組み合わせ」が日本企業に
広くみられる雇用施策であり、人事管理につい
てみると、60 歳定年までは正社員としての人
事管理、60 歳定年以降は非正社員（嘱託社員

など）として人事管理を適用するという形態で
あるとしている。その上で、シニア（高年齢者）
社員の担務、働き方について「定年時の仕事を
続けるものの、職責は低下する」こと、および
「フルタイムで勤務するものの、転勤や残業を
伴わない」ことを指摘している。同時に、シニ
ア社員（高年齢者）の処遇については、賃金水
準が定年時賃金の 6割程度に設定され、その後
も賃金水準が働きぶりや成果に応じて見直され
ることなく維持されることを指摘する。これら
仕事と働き方および処遇（とくに賃金）の決定
について、「能力、仕事、成果に応じて賃金を
決定する」という原則を逸脱するものであり、
ゆえにシニア（高年齢者）社員の雇用の現状を
「福祉的雇用」と称している。
田口（2016）は、高年齢者雇用に係る上記の
展開、すなわちシニア（高年齢者）社員の「福
祉的雇用」に大きな影響を及ぼしたターニング
ポイントが、2004 年の高齢法改正（施行：
2006 年 4 月）への対応にあったと指摘する。
外部要因として、2004 年の高齢法改正にて法
的義務として「65 歳までの雇用確保措置」が
必須となったこと、日本企業の内部要因として、
団塊の世代を中心とするボリュームゾーンが当
該年齢に差し掛かる社員となる時期を控えたこ
とが対を成して、いわゆる「福祉的雇用」的発
想に基づく高齢者雇用のあり方にほころびが見
られたわけである。ここに、日本企業がシニア
（高年齢者）社員の「戦力化」に本腰を入れる
契機を見て取っている。
これらの整理に基づき、田口（前掲）では、
継続雇用制度導入企業 3社の事例研究を行う分
析枠組みとして、図表 5を示している。この分
析視角については、継続雇用制度導入企業の事
例にとどまらず、高年齢者雇用に取り組む企業
の施策展開、人事管理のポイントとなる部分で
あると思われる。また、次章にて取り扱う「企
業向けアンケート調査結果」の分析においても
有用であるため、以下、田口・岩崎・鬼丸（2016）
の整理を参考に各項目を詳述する。
まず、高年齢者雇用の分析視角として、高年
齢者雇用施策を「高年齢者雇用確保措置」と「人
事管理」に大別している。高年齢者雇用確保措
置については、「継続雇用制度のタイプ」「設置
されている制度（コース）の数」「採用の決定
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方法」という 3つのサブカテゴリーを設けて検
討がなされる。人事管理については、「配置管理」
「就業条件管理」「人事評価」「賃金管理」とい
う 4つのサブカテゴリーから検討がなされる。
はじめに、「高年齢者雇用確保措置」の内訳
を見てみよう。高年齢者雇用確保措置は、「継
続雇用制度のタイプ」「設置されている制度の
数」「採用の決定方法」という 3つのサブカテ
ゴリーからなる。
第一のカテゴリーは、継続雇用制度のタイプ
として、改正高齢法で義務づけられている方式
のうち、どの制度が選択されているかに係るも
のであり、具体的には「再雇用制度」、「勤務延
長制度」のいずれが用いられているかというこ
とがポイントになる。続く第二のカテゴリーと
して、継続雇用制度実施に向けて、企業が設置
している制度（コース）数の確認がポイントと
なる。制度（コース）数が多ければ、その分だ
けシニア（高年齢者）社員が選択しうるオプショ
ンが増加し、制度にしたがって展開されるシニ
ア（高年齢者）社員に向け人事管理が多様にな
ることが想定される。第三のカテゴリーは、シ
ニア（高年齢者）社員を（定年後）採用する際
に、どのような「採用の決定方法」によるかに
係るものである。具体的には、労使協定で定め
る基準を設けて継続雇用制度の対象者を限定し
ているか、継続雇用基準を設けず対象者の限定
も行わないか、ということがポイントになる。
法的に見ると、2012 年の高齢法改正によっ

て、労使協定で定める基準により継続雇用制度
の対象者を限定できるという例外規定は廃止さ

れているが、実務的に見た場合、現今の継続雇
用対象は 2004 年の改正高齢法の範囲内にある
ことが想定されるため、このポイントは有用で
あると思われる。
次に、「人事管理」の内訳を見てみよう。企
業の高齢者雇用施策における「人事管理」には、
「配置管理」「就業条件管理」「人事評価」「賃金
管理」という 4つのサブカテゴリーが設けられ
ている。
第一のカテゴリーは、「配置管理」であり、
継続雇用が行われる際に、（定年後の）初任格
付けがどのように行われるかに係る「初任格付
けの方針」と、（定年後の）担務をどのように
するかに係る「仕事配置の方針」がポイントに
なる。田口・岩崎・鬼丸（前掲）においては、
前者の「初任格付け」について、「高齢社員用
の資格等を定年直前の役職や資格等に基づいて
格付ける」方針をとるか、「新たな資格等を与
える」方針をとるかにより弁別が行われている。
「人事管理」のサブカテゴリーである「配員
管理」内、「初任格付けの方針」は、「就業条件
管理」「人事評価」「賃金管理」と連動性を有し
ている。すなわち、「高齢社員用の資格等を定
年直前の役職や資格等に基づいて格付ける」方
針の場合には、定年直前の仕事内容が継続され
ることが示されていると考えられる。一方で、
「新たな資格等を与える」方針の場合には、定
年前の仕事とは内容が異なる仕事に就く場合が
あることを排除しないことが示されていると考
えられる。
また、「仕事配置の方針」は、さらに「仕事

図表 5：高年齢者雇用施策の捉え方
　　　　　　　　　　　　　　　 出所：田口・岩崎・鬼丸（2016）p.3 より引用
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内容」と「役職者の取り扱い」という次元に分
けられている。シニア（高年齢者）社員の「仕
事内容」は、定年前の仕事を継続して行うこと
を求めるか、定年前とは仕事が変わることを求
めるかがポイントである。役職者について見る
と、定年退職時に役職を降りてもらうか、継続
雇用となった後も役職が続けてもらうかがポイ
ントとなろう。
第二のカテゴリーは、「就業条件管理」であり、
シニア（高年齢者）社員の勤務形態に係るもの
であり、勤務形態として定年前（現役社員）と
同じ労働時間において勤務する「フルタイム勤
務」が継続適用するか、定年前（現役社員）と
は異なる「短時間（日数）勤務」を適用するか
がポイントとなる。
第三のカテゴリーは、「人事評価」であり、

シニア（高年齢者）社員の評価に係るものであ
る。定年年齢到達後の継続雇用制度導入に際し
て、人事評価がどの程度実施されているかとい
う「実施状況」、および人事評価を実施してい
る際にはそれがどのような形で実施されている
がという「実施方法」の両面がポイントになろ
う。とりわけ、定年年齢到達後に「人事評価が
実施」されている場合には、人事評価の実施方
法を、現役社員対象の仕組みや手続きと同等あ
るいはそのスキームに準拠させるか、シニア（高
年齢者）社員を対象としてそれらとは異なるス
キームで人事評価を行うか、がポイントとなっ
てくる。
第四のカテゴリーは、「賃金管理」であるが、

このカテゴリーでは最初に「賃金管理の基本方
針」の確認がポイントとなる。「賃金管理の基
本方針」の確認項目としては、定年前（現役社
員）と統合的な管理を行うか、現役社員とは明
確な線引きを行った上で管理を展開するかがポ
イントとなる。
加えて、シニア（高年齢者）社員の賃金につ
いて、上述の人事管理の方向性と整合性を持つ
形で、賃金管理の基本方針が定まってくる。そ
の上で、シニア（高年齢者）社員の「基本給」
および「賞与・一時金」の算定を行うことがポ
イントになろう。「基本給管理」には、「基本給
の決め方」「支払形態」「加給（昇給）の支給状
況と決め方」が含まれている。
「基本給の決め方」については、シニア（高

年齢者）社員に対して全員一律で定額の基本給
を支給するか、職位や資格等級等に対応させて
定額の基本給を支給するかがポイントである。
「支払形態」については、基本給の支払いにつ
いて「月給制」を取るか、その他の形態による
かがポイントである。「加給（昇給）」要因につ
いては、シニア（高年齢者）社員について「加
給（昇給）の支給状況」を踏まえて、さらに「加
給（昇給）を行う場合」の「決め方」がポイン
トである。「加給（昇給）」の決定方法について
は、昇給額を毎年決め直す「洗い替え方式」と
昇給額を積み上げていく「積み上げ方式」のど
ちらを用いるかを定める必要がある。加えて、
「賞与・一時金管理」も同様のポイントから
チェックが必要になる。第五のカテゴリーであ
る「労使関係管理」については、現役社員に与
えられている組合員資格を、シニア（高年齢者）
社員にも与えるか否かがポイントになる。
これら諸点を自社の事情ならびにシニア（高
年齢者）社員の事情に照らして組み合わせるこ
とにより、シニア（高年齢者）社員の戦力化へ
の途がひらかれると思われる。

5．高齢者ニーズ調査の結果から

5－ 1．調査の目的
本節で扱う調査は、厚生労働省「生涯現役社
会」基盤整備事業の一環として平成 25 年度か
ら開始されたもので、本稿では平成 28 年度調
査の結果を利用する。調査に係るアンケート調
査票の設計、実施・回収・集計方法については、
過年度でのやり方が踏襲されている。
本調査はおよび「高年齢者雇用ニーズ調査（高
年齢求職者版）」の二段構えの構成となってい
るが、本稿では「高齢者雇用ニーズ調査（企業
版）」の結果について考察する。「高年齢者雇用
ニーズ調査（企業版）」（以下、企業向け調査と
表記する）は、愛知県内および中部・東海地方
に所在する企業を中心とする 7580 社に対して、
郵送により調査依頼を行い、そのうち 1046 社
からの回答を得ている。
本調査の目的は、人口が減少し少子高齢化が
進展する中で高齢者が健康で、意欲と能力があ
る限り年齢に関わりなく働き続ける事ができる
「生涯現役社会」を実現するために、高年齢者
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を雇用する側の企業の「雇用ニーズ」と高年齢
求職者側の「就労ニーズ」について、その現状
および課題を明らかにしようとするものであ
る。

5 － 2．調査の対象
企業向け調査は、「高年齢者雇用を行ってい
る企業」および「高年齢者の雇用を進めようと
する企業」を対象にしている。その点において、
無作為のサンプル調査の形態をとっていないた
め、統計学的な代表性は担保しえないことを予
め付言しておきたい。
調査を依頼した企業は、国および愛知県によ
る各種認定を受けている企業である。具体的に
は、ファミリー・フレンドリー企業（厚生労働
省、愛知県による認定）、愛知ブランド企業（愛
知県による認定）、若者応援宣言（ユースエール）
企業（厚生労働省）などへの登録を行っている
企業、ならびに本調査の受託元である愛知県労
働協会が展開する各種事業への協力企業など
7580 社であり、そのうち 1046 社から回答を得
たものである。

5 － 3．調査の方法及び調査の時期
先述のとおり、調査自体は「高年齢者雇用ニー
ズ調査（企業版）」および「高年齢者雇用ニー
ズ調査（高年齢求職者版）」の二段構えの構成
になっている。本稿で取り扱う「企業向け調査」
の対象、調査時期、回答数等は次のとおりであ
る。

＜企業向け調査（高年齢者雇用ニーズ調査・企
業版）＞
・ 調査対象：国ならびに愛知県による各種認定
（愛知県ファミリー・フレンドリー企業、愛
知ブランド企業、若者応援宣言（ユースエー
ル）企業など）を受けている企業。および愛
知県労働協会が展開する各種事業への協力企
業から 7580 社を選定。
・調査時期：2017 年 1 月 5 日～ 1月 31 日
・調査方法：郵送調査法
・回答件数：1046 件（回収率 13.8％）

したがって、本調査において分析されたアン
ケート調査票の数は 1046 件となる。なお、有

効票の弁別に際しては、質問紙の設計上、「設
問 1「定年制度の有無」の部分に記入がない場
合」を無効とし、これに該当する場合には、そ
れ以降の設問を全て無効として処理している。
郵送により回収された質問票は 1069 件であっ
たが、上記の作業を施し、無効データ 27 件を
除いた 1042 件が以下に示す回答結果の母数と
なっている。

5 － 4．調査の概要
企業向け調査の調査票は、「Ａ．高齢者雇用
に関する現状について」「Ｂ．65 歳以上の雇用
確保措置について」「Ｃ．高年齢者（55 歳以上）
の中途採用状況について」「Ｄ．高年齢者を雇
用する目的等」という 4つのパート、合計 20
の設問（問 1 から問 20）によって構成されて
いる。設問の導入部には、基礎情報として「業
種」および「従業員数」をたずねる項目が設け
られている。
調査票の構成について、具体的な設問および
その内容を交えて概略を説明しておこう。第一
のパート「Ａ．高齢者雇用に関する現状につい
て」は、問 1から問 3の設問によって構成され
ている。問 1および問 2では「定年制度の有無
と定年年齢」をたずねている。問 3は「定年後
再雇用制度挿入後の課題」について、複数回答
でたずねている。
第二のパート「Ｂ．65 歳以上の雇用確保措
置について」は、問 4から問 8の設問によって
構成されている。問 4 では「65 歳以上の高年
齢者に対する雇用確保措置の実施状況」をたず
ね、実施に前向きな企業（回答）には、問 5・
問 6・問 7への回答を、実施に慎重ないし未実
施の企業（回答）には問 8への回答を、それぞ
れ求める構成になっている。
問 5 では「65 歳以上の高年齢者に対する雇
用確保措置実施の理由」をたずね、問 6では「65
歳以上の高年齢者に対する雇用確保措置実施に
係る支援策」をたずね、問 7 では「65 歳以上
の高年齢者に対する雇用確保措置」を検討して
いる企業（回答）に対し、具体的な雇用確保措
置をたずねている。
問 8では、「65 歳以上の高年齢者に対する雇
用確保措置実施」に慎重ないし未実施の姿勢で
ある企業（回答）に対し、65 歳以上の高年齢

35高年齢者雇用にかんする研究



者に対する雇用確保措置を「実施しない理由」
をたずねている。
第三のパート「Ｃ．高年齢者（55 歳以上）
の中途採用状況について」問 9から問 15 の設
問によって構成されている。問 9では、直近の
改正高年齢者雇用安定法の施行（平成25年4月）
以降における「55 歳以上の高年齢者の中途採
用の有無」についてたずね、55 歳以上の高年
齢者の中途採用を「行った」企業（回答）に対
して、問 10・問 11・問 12 への回答を、55 歳
以上の高年齢者の中途採用を「行わなかった」
企業（回答）に対して問 13 への回答を、それ
ぞれ求める構成になっている。また、問14では、
平成 29 年以降の「55 歳以上の高年齢者の中途
採用予定」をたずねている。さらに、問 15 で
は「55 歳以上の高年齢者」に企業が「求める
スキル」を複数回答でたずねている。
第四のパート「Ｄ．高年齢者を雇用する目的
等」問 16 から問 20 の設問によって構成されて
いる。問 16 では「高年齢者を雇用する目的」を、
問 17 では「高年齢者を雇用する上での課題」
について複数回答でたずねている。問 18 から
問 20 については、60 歳前後における研修・セ
ミナーの必要性についてたずねており、特に問
18 および問 19 においては「60 歳到達前の従業
員向けセミナー」の実際についてたずねる設問
となっている。

上述の 4つのパートのうち、本稿では「Ａ．
高齢者雇用に関する現状について」「Ｂ．65 歳
以上の雇用確保措置について」「Ｄ．高年齢者
を雇用する目的等」の回答結果の分析を行う。

5 － 4－ 1．業種別構成（業種）
本調査における業種別の構成について、設問
の記載順（①～㉒）に並べると図表 6のとおり
である。30 社以上から回答があった業種は、
「サービス：316 社（30.3%）」、「建設：155 社
（14.8%）」、「その他製造：122 社（11.7%）」、「卸・
小売：117 社（11.2%）」、「運輸：71 社（6.8%）」、
「自動車：34 社（3.3%）」であった。

5 － 4－ 2． 調査結果①：高年齢者雇用に関す
る現状について

以下では「高齢者雇用に関する現状について」
たずねた設問、問 1から問 3についての回答結
果を分析していく。
1）定年制度の有無と定年年齢（問 1）
問 1では、調査対象企業に対して「定年年齢
の有無」についてたずねている。結果としては
「定年年齢あり」と回答したのが 96.2%、「定年
年齢なし（定年年齢の定めはない）」と回答し
たのが 3.8%であった。
さらに、問 1において「定年年齢あり」と回
答した企業に対して、具体的な定年年齢をたず
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1.3% 0.5%
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4.1%

30.3%

図表 6：企業向け調査対象企業の業種
出典：愛知県労働協会（2017）p.17 より引用
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ねている。その結果は、「60 歳」が 80.7%、「61
歳」が 0.2%、「62 歳」が 1.0%、「63 歳」が 1.2%、
「65 歳」が 15.8%、「70 歳」が 0.9%、「71 歳以上」
が 0.2%であった。

2）定年後再雇用制度について（問 2）
問 2では、上記問 1において「定年あり」と
回答した企業に対して、「定年後再雇用（勤務
延長を含む）制度の有無」、「再雇用契約の上限」、
「再雇用の際の労働条件等変更」についてたず
ねている。
まず、「再雇用制度の有無」については、再

雇用制度「あり」という回答が 95.9%、再雇用
制度「なし」という回答が 4.1%であった。こ
こから、調査対象企業においては、定年後の再
雇用制度が整備されていることがわかる。
次に、定年後再雇用における「上限年齢」に
つ い て は、「64 歳 」 が 1.1%、「65 歳 」 が
80.6%、「66 歳」が 0.1%、「67 歳」が 0.5%、「68
歳」が 1.4%、「69 歳」が 0.2%、「70 歳」が
14.2%、「71 歳以上」が 1.9%という回答結果と
なった。「65 歳」と「70 歳」で約 95％となっ
ており、これら年齢を上限として、定年後の再
雇用が実施されていることがわかる。

図表 7：調査対象企業の定年年齢
出典：愛知県労働協会（2017）p.18 より引用

図表 8：再雇用の上限年齢
出典：愛知県労働協会（2017）p.19 より引用
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さらに、問 2では、定年後再雇用についてそ
の「契約期間」をたずねている。回答結果は、
再雇用の契約期間として「半年」が 4.9%、「1年」
が 86.8%、「2年」が 0.8%、「3年」が 0.5%、「4

年」が 0.2%、「5年」が 5.9%、「5年以上」が 0.8%
となっている。この結果から見ると、定年後の
再雇用については契約期間 1年というのが大勢
を占めることがわかる。

 
図表 9：再雇用の契約期間

出典：愛知県労働協会（2017）p.20 より引用

図表 10：再雇用する際に変更を行う労働条件
出典：愛知県労働協会（2017）p.21 より引用

また、問 2では、再雇用する際に「変更する
労働条件等」について複数回答でたずねている。
回答が多かった順に、「給与（36.3%）」、「雇用
形態（26.5%）」、「職務内容（16.1%）」、「勤務
時間（14.5％）」、「その他（2.4％）」となって

おり、「定年前と変更はない（4.2％）」とする
回答は 86 件であった。このことから、定年後
再雇用が行われる際には、労使双方の協議に基
づき何らかの条件が変更される可能性が高いこ
とが示唆されている。
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3）定年後再雇用制度導入後の課題（問 3）
問 3では「定年後再雇用制度導入後に、貴社
で課題となる（なっている）ことはありますか」
として、定年後再雇用制度導入後の課題につい
て、複数回答でたずねている。
回答件数上位のものを見てみると、「②賃金

体系や処遇体系の見直しが必要」が 429 件
（17.6％）、次いで「⑧モチベーションの維持・

向上への対応」335 件（13.8％）、「③職務内容
の見直し（職務再設計）、職域開発が必要」が
290 件（11.9%）「⑦健康管理の充実が必要」が
226 件（9.3％）、「①役職や人事制度の見直しが
必要」が 209 件（8.6%）となっている。一方で、
「⑫特に課題や問題となることはない」とする
回答も 210 件（8.6%）見られた。

図表 11：定年後再雇用制度導入後の課題
出典：愛知県労働協会（2017）p.22 より引用

 

なお、選択肢順の回答数は次のとおりである。
「①役職や人事制度の見直しが必要：209 件
（8.6%）」、「②賃金体系や処遇体系の見直しが
必要：429 件（17.6%）」、「③職務内容の見直し
（職務再設計）、職域開発が必要：290 件
（11.9%）」、「④作業方法・作業環境の見直しが
必要：103 件（4.2%）」、「⑤勤務体系や勤務時
間の見直しが必要：192 件（7.9%）」、「⑥職務
遂行能力の維持・工場への対応（能力開発等）：
152 件（6.3%）」、「⑦健康管理の充実が必要：
226 件（9.3%）」、「⑧モチベーションの維持・
向上への対応：335 件（13.8%）」、「⑨かつての
部下や若手社員との人間関係：160 件（6.6%）」、
「⑩若年者の雇用・採用の手控え：103 件
（4.2%）」、「⑪その他：23 件（0.9%）」、「⑫特に
課題や問題となることはない：　210 件（8.6%）」
である。

5 － 4－ 3． 調査結果②：65 歳以上の雇用確保
措置について

以下では、「65 歳以上の雇用確保措置につい
て」たずねた設問、問 4から問 8についての回
答結果を分析していく。

1）65歳以上の高齢者に対する雇用確保措置（問4）
問 4 では、65 歳以上の高齢者に対する雇用
確保措置に関して、「65 歳以上の高齢者に対し
て雇用確保措置を実施あるいは検討しています
か」とたずねている。回答結果としては、65
歳以上の高齢者に対する雇用確保措置を「すで
に実施している」という回答が 55.4%、「実施
していないが、検討している」という回答が
17.1%、「実施も検討もしていない」という回
答が 27.5%であった。
本調査の回答企業においては、65 歳以上の
高齢者に対する雇用確保措置について、「導入
済み＋導入を検討」の回答が 70％を超えてい
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ることがわかる。

2） 65 歳以上の高齢者に対する雇用確保措置が
必要な理由
問 5では、問 4において 65 歳以上の雇用確
保措置を「①すでに実施している」または「②
実施していないが、検討している」と回答した
企業に「65 歳以上の雇用確保措置が必要と考
える理由は何ですか」として、複数回答でたず
ねている。
回答数上位（200 件以上）のものを見てみる
と、「③会社にとって戦力となる高齢者を積極

的に活用する必要があるため」が 543 件
（31.9%）、「④高齢者でも十分に働くことがで
きるため」が 535 件（32.4%）、「②高齢者の雇
用機会を確保することが社会的な要請となって
いるため」が 247 件（14.7%）、「⑤今後、若年
層を確保するのが難しくなるため」が 205 件
（12.2％）である。ここから、高年齢者の雇用
機会確保という社会的要請に応えながら、高年
齢者の戦力化を図るとともに、人材獲得競争時
代に立ち向かおうとしている企業の姿が見えて
くる。

 
図表 12：雇用確保措置の実施・検討理由

出典：愛知県労働協会（2017）p.25 より引用

3） 65 歳以上の雇用確保措置における取り組み
状況（問 6）
問 6 では、問 4において 65 歳以上の雇用確
保措置を「①すでに実施している」または「②
実施していないが、検討している」と回答した
企業に対して、「65 歳以上の雇用確保措置を実
施する場合に必要になると考える取り組み、あ
るいはすでに実施している取り組みは何です
か」と複数回答でたずねている。
回答数上位（100 件以上）のものを見てみる
と、「①継続雇用者の処遇見直し」という回答
が 313 件（32.9％）、「⑤新たな勤務体系の導入」
という回答が 175 件（18.4％）、「②高齢者向け
の設備や作業環境の整備」という回答が 101 件
（10.6％）となっている。一方で、「⑦特に必要
な取り組みはない」とする回答も 219 件

（23.1％）見られ、間接的に 65 歳以上の雇用確
保措置への態勢づくりが進んでいることを示す
ものであると考えられる。
また、自由記述にて「雇用確保措置における
具体的な取り組み内容」をたずねたところ、「勤
務日数・時間の見直し（59 件）」、「給与等待遇
の見直し（31 件）」、「高齢者のための職場環境
改善（17 件）」、「高齢者のための仕事内容の洗
い出し（12 件）」、「健康管理に関する指導（11
件）」、「業務内容の見直し（9件）」、「年金支給
額を考慮に入れた処遇の見直し（5件）」、「再
雇用制度の再検討（3件）」、「若手従業員との
バランス（3件）」、「責任範囲の縮小（2件）」、「技
能・ノウハウの伝承（2件）」などが挙げられた。
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4） 65 歳以上の高齢者に対する具体的な雇用確
保措置（問 7）
問 7 では、問 4 において、65 歳以上の雇用
確保措置を「②実施していないが、検討してい
る」と回答した企業に対して、「具体的に検討
している雇用確保措置は何ですか」として複数
回答でたずねている。
回答結果は「①継続雇用制度の上限年齢の引
き上げ」という回答が 76 件（36.0%）、「②継
続雇用制度の上限年齢の廃止」が 19 件（9.0%）、
「③定年年齢の引き上げ」が 37 件（17.5%）、「④
定年廃止」が 9 件（4.3%）、「⑤上記以外で企
業の実情に応じて働くことができる何らかの仕
組み」という回答が 65 件（30.8%）、「⑥その他」
が 5件（2.4%）であった。
本調査の回答企業についてみると、65 歳以
上の高齢者に対する雇用確保措置の導入を検討
している企業においては、雇用確保措置として
「継続雇用制度および定年年齢の引き上げ」が
検討されるとともに、それら以外の仕組み、あ
るいはそれらと相補的な仕組みについて各企業
の実情に応じて検討されていることがわかる。

5） 65 歳以上の雇用確保措置を導入しない理由
（問 8）
問 8 では、問 4 において、65 歳以上の雇用

確保措置を「③実施も検討もしていない」と回
答した企業に対して、「雇用確保措置を実施も
検討もしない理由は何ですか」として複数回答
でたずねている。
回答数上位のものをみてみると、「① 65 歳以
上の雇用は差し迫った課題ではないから」とい
う回答が 162 件（30.7％）、「③社内の新陳代謝
が進まないから」という回答が 87 件（16.5％）、
「⑤ 65 歳以上の高齢者は健康・体力面での不安
が増すから（体力的に厳しい）」という回答が
69 件（13.1％）、「④ 65 歳以上の高齢者に見合
う役職・賃金が用意できない」という回答が
43 件（8.2％）であった。
本調査の回答企業において、65 歳以上の高
齢者に対する雇用確保措置の未導入企業におい
ては「まずは 65 歳までの雇用確保」が差し迫っ
た課題であると考えられていることがわかる。
同時に、65 歳以上の雇用確保措置導入におけ
る懸念事項として考えられているのは、「社内
の若返り促進」、「高年齢者の健康面」、「高年齢
者の処遇にかかるポストとコストの不足」であ
ることがわかる。
回答について、選択肢順に回答数を見てみる
と、「① 65 歳以上の雇用は差し迫った課題では
ないから」が 162 件（30.7％）、「②人件費の増
大が予想されるから」が 26 件（4.9％）、「③社

図表 13：雇用確保措置実施・検討企業における取り組み
出典：愛知県労働協会（2017）p.27 より引用
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内の新陳代謝が進まないから」が 87 件
（16.5％）、「④ 65 歳以上の高齢者に見合う役職・
賃金が用意できない」が 43 件（8.2％）、「⑤ 65
歳以上の高齢者は健康・体力面での不安が増す
から（体力的に厳しい）」が 69 件（13.1％）、「⑥
65 歳以上の高齢者は最新技術についていけな
いから」が 19 件（3.6％）、「⑦仕事への積極性

に欠けると思われるから」が 23 件（4.4％）、「⑧
経営層より年上の人は使いにくい」が 15 件
（2.8％）、「⑨ 65 歳以上の雇用を希望する高齢
者は多くないと思われるから」が 54 件
（10.2％）、「⑩その他」が 29 件（5.5％）であっ
た。

 
図表 14：雇用確保措置検討企業の検討内容

出典：愛知県労働協会（2017）p.29 より引用

図表 15：雇用確保措置未検討・未導入企業の理由
出典：愛知県労働協会（2017）p.31 より引用
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5 － 4－ 4． 調査結果③：高年齢者を雇用する
目的

以下では、「高年齢者を雇用する目的など」
に関して、問 16 から問 19 についての回答結果
を分析していく。

1）高年齢者を雇用する目的（問 16）
問 16 では、企業が高年齢者を雇用する目的
について「貴社において高年齢者を雇用する目
的は何ですか」として複数回答でたずねている。
回答数上位のものについてみてみると、高年
齢者を雇用する目的として「①経験や知識の活
用」を挙げる回答が 727 件（29.3％）、「③労働
力（人材）不足を補う」との回答が 566 件
（22.8％）、「②スキルやノウハウの伝承」を挙

げる回答が 436 件（17.6％）である。
選択肢順に回答結果を並べると次のようにな
る。高年齢者を雇用する目的として「①経験や
知識の活用」を挙げる回答が 727 件（29.3％）、
「②スキルやノウハウの伝承」を挙げる回答が
436 件（17.6％）、「③労働力（人材）不足を補う」
との回答が 566 件（22.8％）、「④若手人材の育
成・教育」を挙げる回答が 257 件（10.4％）、「⑤
人脈の活用」を挙げる回答が 217 件（8.8％）、「⑥
中高年社員のモチベーションアップ」を挙げる
回答が 78 件（3.1％）、「⑦低賃金労働力の確保」
を挙げる回答が 142 件（5.7％）、「⑧企業イメー
ジの向上」を挙げる回答が 19 件（0.8％）、「⑨
その他」が 37 件（1.5％）であった。

図表 16：高年齢者の採用の目的
出典：愛知県労働協会（2017）p.45 より引用

 

また、自由記述にて「高年齢者を雇用する目
的」についてたずねたところ、「若年層の応募
がないため（3件）」、「退職してもらう理由が
ないため（2件）」、「本人の働く意思を尊重さ
せたいため（2件）」、「特に目的はない（2件）」
の複数回答が見られた。また、「定年後の再雇
用のため」、「資格保持者の確保」、「社会的な要
請となっているため」、「社員年金受給開始まで
の生活保障」、「本人の生きがいの向上、収入源
確保」、「短時間労働者を確保するため」、「長年
当社で働いてきた社員に報いるため」などの回

答も散見された。

2）高年齢者雇用の課題（問 17）
問 17 では、企業に対して「高年齢者の雇用
上の課題」についてたずねたものである。具体
的には「今後、貴社において高年齢者を雇用す
る上で課題になると思われる項目は何ですか」
として、複数回答でたずねている。
回答結果を並べると次のようになる。三桁の
回答が集まったものとして、「①フルタイム、
短時間勤務など、勤務形態を複線化した継続雇
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用制度の整備」を挙げる回答が 473 件（27.4％）、
「②継続雇用者にやる気を持って働いてもらう
ためのモラールアップ施策の実施」を挙げる回
答が 323 件（18.7％）、「⑧年齢にかかわらず職
務や役割、働きぶりで評価される、年功色を払
しょくした給与・評価制度の整備」を挙げる回

答が 294 件（17.0％）、「③継続雇用者に担当し
てもらう仕事を増やすための職務開発や職域拡
大」を挙げる回答が 231 件（13.4％）、「④継続
雇用者が担当可能な仕事を増やすための 50 ～
60 代社員への能力開発の拡充」を挙げる回答
が 118 件（6.8％）であった。

 
図表 17：高年齢者を雇用する上での課題

出典：愛知県労働協会（2017）p.47 より引用

二桁の回答が集まったものとしては、「⑤生
活設計や能力開発について、自分で考えるよう
な 50 ～ 60 代社員への研修やキャリアカウンセ
リングの実施」を挙げる回答が 67 件（3.9％）、
「⑥ 40 代・50 代のうちから、定年後の働き方
や処遇を自分で選択できるような複線型キャリ
アコースの導入」を挙げる回答が 90 件（5.2％）、
「⑦ 40 代・50 代から定年後の働き方や処遇等
を自分で考えるような研修やキャリアカウンセ
リング機会の拡充」を挙げる回答が 65 件
（3.8％）、「⑨その他」が 66 件（3.8％）であった。
また、自由記述にて「高年齢者を雇用する上
での課題」についてたずねたところ、「健康管
理（10 件）」、「本人の意欲（3件）」、「高齢者依
存による若年者雇用の鈍化（2件）」などの複
数回答が見られた。

6．まとめにかえて

本稿にて取り扱った「企業向け調査（高齢者

雇用ニーズ調査・企業版）」の結果については、
次のような特徴が抽出された。回答企業の属性
（業種）については、調査票に記載された 22 業
種から全てから回答が得られた。なかでも、30
社以上の企業から回答があった業種としては
「サービス（316 社）」、「建設（155 社）」、「その
他製造（122 社）」、「卸・小売（117 社）」、「運
輸（71 社）」、「自動車（34 社）」であった。
「高齢者雇用に関する現状」に関する調査結
果としては、次のような特徴が抽出された。定
年制度の有無については、回答企業のうち「定
年年齢あり」と回答した割合が 96.2%であり、
定年年齢については「60 歳」が回答企業の
80.7％、「65 歳」が回答企業の 15.8％となって
いる。再雇用制度の有無については、回答企業
のうち「再雇用制度あり」と回答した割合が
95.9%であり、再雇用の上限年齢については「65
歳」が回答企業の 80.6％、「70 歳」が回答企業
の 14.2％、再雇用の契約期間については「1年」
が回答企業の 86.8％となっている。再雇用の際
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に変更される労働条件等については、「給与」「雇
用形態」「職務内容」「勤務時間」がそれぞれ多
くの回答を集めた（複数回答）。
定年後再雇用制度導入後の課題については、

「賃金提携や処遇体系の見直し」、「モチベーショ
ンの維持・向上」、「職務内容の見直し・職域開
発」、「健康管理の充実」、「役職や人事制度の見
直し」が多くの回答を集めた（複数回答）。
「65 歳以上の雇用確保措置」に関する調査結
果から、次のような特徴が抽出された。65 歳
以上の雇用確保措置の導入状況については、回
答企業のうち 55.4％が「実施済」、同じく
17.1％が「検討中」、あわせて 70％超が確保措
置に前向きであった。それに対し、「実施も検
討もしていない」という回答は27.5％であった。
65 歳以上の雇用確保措置に前向きな回答を
寄せた企業においては、「高齢者の戦力化・活用」
や「高齢者の雇用確保に係る社会的要請」、「若
年層確保の困難性増大」を理由としてそれらが
推進されている。具体的な確保措置の内容とし
ては、「継続雇用者の処遇見直し」「新たな勤務
体系の導入」「高齢者向け設備・作業環境整備」
が多くの回答を集めた。また、特に 65 歳以上
の雇用確保措置実施済企業を中心として「特に
必要な取り組みはない」との回答も多く見られ
た。さらに、65 歳以上の雇用確保措置を「検
討中」との回答を寄せた企業においては、「継
続雇用制度の上限年齢引き上げ」や「定年年齢
引き上げ」を含む、「企業の実情に応じて働け
る仕組み」が検討されている。
一方、65 歳以上の雇用確保措置を「実施も

検討もしていない」との回答を寄せた企業では、
「65 歳以上の雇用が差し迫った課題ではない」、
「65 歳以上の高齢者の健康面・体力面の不安
視」、「社内の新陳代謝促進」などが考えられて
おり、これらの要因が確保措置導入のネックに
なっていることが推察される。
「高年齢者を雇用する目的」に関する調査結
果から、次のような特徴が抽出された。「企業
が高年齢者を雇用する目的（問 16）」について
は、「経験や知識を活用するため」「労働力（人
材）不足を補うため」「スキルやノウハウを伝
承するため」との回答が多く見られた。このよ
うなかたちで進められている高年齢者雇用につ
いて、企業側が感じている課題はいかなるもの

であろうか。
高年齢者雇用の課題（問 17）では、社内の
制度・施策として「勤務形態を複線化した継続
雇用制度の整備」「年功色を薄めた給与・評価
制度の整備」「継続雇用者へのモラールアップ
施策」「継続雇用者の職務開発や職域拡大」「50
～ 60 代社員への能力開発の拡充」を課題とす
る回答が多く見られた。それらに次いで、キャ
リアビジョンの明確化のために 40 歳代・50 歳
代から「生活設計や能力開発にかかる研修や
キャリアカウンセリングの実施」「複線型キャ
リアコースの導入」を課題とする回答が見られ
た。
高年齢者については一般的に、その就業ニー
ズはきわめて高いことが各種調査によって明ら
かにされている。生涯現役社会の実現を考えて
いく場合、意欲と能力を有する人材が活き活き
と、生涯にわたって働き続けられることが望ま
しい。その際、高年齢者の働く場と目されてい
るのは企業その他の組織ということになろう。
企業その他の組織の側から考えると、景況の
改善による人手不足感の高まりに照らして有為
な人材を確保したいとのニーズがあることは各
種調査によって明らかにされている。また、高
年齢者の雇用に係る社会的要請の高まりや企業
の社会的責任に鑑みても、企業その他の組織に
おいては 65 歳以上の雇用確保措置等、高年齢
者雇用への積極的な対応が不可欠となってい
る。
しかしながら、あえて事態を単純化して考え
てみても、高年齢者（高年齢求職者）は「どん
なところであっても」働きたく、働けるわけで
はなかろうし、企業には「どんな人材であって
も」働いてもらえる仕事ばかりがあるわけでは
ないだろう。このようなかたちで雇用における
ミスマッチが顕在化することは少なくない。
本調査の結果から、企業側については高年齢
者雇用について「知識や経験の活用を目的」に、
「雇用確保措置等の社内整備を着実に進める」
こと、40 歳代・50 歳代から「複線型人事制度
やキャリアコースの仕組みづくり」に取り組ん
でいることが明らかになった。同時に、高年齢
者雇用のネックとなるのは、求職者側の「趣味
的活動・社会的活動」との両立への不安、企業
側の「職務要件を満たす人材の不足」への懸念
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であった。これらの点は調査結果の含意するご
く一部を取り出したに過ぎないが、それでも高
年齢者雇用にかかる企業のニーズの一端を示す
ことからし、高年齢者雇用にかかる現状、今後
の課題、必要となる支援の方向性などが見えて
くるように思われる。
高年齢者雇用の推進、生涯現役社会の構築と
いう目標に照らせば、特筆すべきは、本調査の
回答数についてである。本調査においては、企
業向けに 7580 社の調査票が送られ、1046 の回
答（回収率 13.8％）を得ている。調査票の設問
数は 20 項目程度であり、回答に多大な時間を
必要とするものではないと思量されるが、いず
れにしても質問に回答していく際には、「高年
齢者雇用」や「生涯現役社会の実現」に関して、
自社について、自分自身について思いを巡らし
ながら、回答が行われたと推測される。仮に調
査への回答に 10 分の時間を要したと想定して
みる。企業向け調査の回答数 1046 社に、回答
時間 10 分を乗じると 10460 分、時間に直すと
約 174 時間、日に換算して 7.25 日となる。
これだけの期間、愛知県、東海・中部地方の
企業において「高年齢者雇用」や「生涯現役社
会の実現」が意識され、考えられ、議論の俎上
に上ったということである。調査の高年齢者雇
用の推進、生涯現役社会の実現に向けた意識啓
発といった側面も、本調査から得られる副次的
な、見過ごせない結果であろう。
「生涯現役」をモットーに、働ける限り仕事
をしたい、役に立ちたいと考える高齢者は少な
くないだろう。企業においても、高齢者雇用を
促進するという理念に共感し、少しずつではあ
るが高齢者雇用の促進に向けた取り組みが続け
られている。高齢者雇用のみならず、雇用をめ
ぐる問題にはいくつかの矛盾がつきものである
といわれる。高齢者雇用のミスマッチ解消に向
けて、官民挙げた対策が求められている。そし
て、本調査から浮かび上がった企業サイドの「高
年齢者に対する雇用ニーズ」を、過年度に実施
された「高年齢者の就業ニーズ」調査と対比す
ることにより、ミスマッチ解消の方途を探るこ
とができると思われるが、その分析は別稿にて
改めて行うこととしたい。

謝辞
本稿がなるにあたっては、愛知高年齢者就業
促進協議会の委員各位、設置主体である愛知労
働局より各種資料の説明、および有益なアドバ
イスを賜った。また、愛知県産業労働部労政局　
就業促進課、および独立行政法人高齢・障害・
求職者支援機構愛知支部には「高年齢者雇用推
進セミナー」への参加・意見交換、実踏調査の
際のお力添えを賜った。そして、本稿のベース
となった調査研究を実施した愛知県労働協会に
は、結果の掲載についてご快諾を戴いた。謹ん
で感謝申し上げる次第である。なお、本稿の一
部は、拙稿（2017）に加筆の上、改稿を施した
ものである。
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